
市民だより　2019.4.157

問　国保年金課（☎６２-１０１１）

・年金を受け取るために必要な期間（受給資格期間）	
　に算入されます。
・病気やけがで障害が残ったときに障害基礎年金を
　受け取ることができます。

学校教育法に定める大学（大学院）、短期大学、高等
学校、高等専門学校、専修学校、各種学校（学校教育
法で規定されている修業年限が1年以上の課程）、一
部の海外大学の日本分校に在学する学生で、本人の
前年所得が基準以下の人

【所得の目安】１１８万円＋（扶養親族等の数×３８万円）
　　　　　　で計算した額以下である場合

メリット

対象者

　学生納付特例が承認された場合、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金が少なくなります。承認を受けた
期間の保険料は10年以内であれば、あとから納めること（追納）ができます。
　ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して、３年度目以降は当時の保険料に経過期間に応じた金額が加算されます。

検索 HP サンモリーユ下條予約は利用日の
３か月前の１日から

予約・問合せ　お客様センター　
☎0120-933-365（9時～17時・通話料無料）

ね ん き ん 豆 知 識

芽吹き彩り膳（３，１５０円）

旬菜香り膳（１，６８０円）

前菜、刺身5種、茶碗蒸、信州牛と季節の野菜の陶板、岩魚
山菜味噌焼き、桜蕎麦、海老と野の天麩羅、御飯、デザート
5種　など12品

※時期により内容を変更する場合があります。
※アレルギーなどにより食事に制限のある人は、事前に休暇村へご
　相談ください。

刺身5種、茶碗蒸、岩魚山菜味噌焼き、桜蕎麦、海老と野の
天麩羅、御飯、デザート3種　など10品

時　6月26日㈬・27日㈭の１泊２日
対　市内在住、在勤または在学の人
※申込時に市内在住、在勤または在学であることを
　証明できるものを提示してください。　
定　48人（先着順・最少催行人員２５人）
¥　24，800円（１泊4食付）
※金額は条件により異なる場合があります。

申込期間　4月19日㈮～5月27日㈪

行程表
1
日
目

刈谷駅（8時３０分）⇒富士松駅（９時）⇒ぎふ清流里山公
園（万華鏡作り）⇒恵那峡山菜園（昼食）⇒松川（さくらん
ぼ狩り）⇒休暇村（１5時３5分）

2
日
目

休暇村（８時5０分）⇒ココロファームビレッジ（野菜詰め
放題）⇒杵原学校⇒つけもの処伊那路（昼食）⇒元善光
寺⇒飯田三和観光農園（ブルーベリー狩り）⇒富士松駅
（17時45分）⇒刈谷駅（1８時15分）

6月のバスツアー6月のバスツアー6月のバスツアー
休暇村
刈谷市民

since 1998.5.3

４～６月 夕食メニューのご紹介

学 生 納 付 特 例 制 度はどんな制 度？

①年金手帳　
②学生証（有効期限が記載されたもの・コピー可）また
は在学証明書
※過去の期間を申請する場合、在学期間が証明できる
もの
③印鑑
④手続きする人の身分証（免許証など）
⑤雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証
など（会社などを退職して学生になった場合）
⑥マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

申請に必要なもの

 知っ得！  

バスツアーの
申込み・問合せ

名鉄観光サービス（☎２１-１３３３）
10時～１8時（土曜日は17時３０分
まで、㊡日曜・祝日）

所得の少ない学生のために国民年金保険料の納付が猶予される制度です。


